
社会福祉法人夏秀会 

虹の丘グループホーム 

２０２５年度 事業計画 

 

≪ 基 本 方 針 ≫ 

 

2023（令和５）年 10 月１日現在の全国の高齢化率は 29.2％であ

り，2025（令和７）年には，いわゆる団塊の世代が 75歳以上とな

ります。75歳以上人口は 2055（令和 37）年まで，要介護認定率や

介 護給付費が急増する 85 歳以上人口は 2060（令和 42）年頃ま

で，増加傾向が続くことが見込まれています。同様に認知症を患う

高齢者も増加していきます。この流れの中で、認知症の人が尊厳を

保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、地域共生社会の

実現を推進するための認知症基本法が制定されました。認知症基本

法では、高齢者人口がピークを迎える 2040（令和 22）年頃を見据

えて，世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現に向け，介

護予防・日常生活支援総合事業の充実や介護情報利活用の推進のほ

か，介護人材の確保や生産性の向上を図るなど，持続可能な介護保

険制度を目指しています。また，高齢者単身世帯や 85歳以上人口

が増加する中で，医療と介護の両方のニーズを有する高齢者が増加

しており，医療・介護の連携の必要性が今まで以上に高まっていま

す。今後の認知症に対する施策の充実に合わせ、介護保険事業所と

しても適切に対応し、支援の拡充を目指さねばなりません。 

 

≪ 具体的な運営方法 ≫ 

 

 地域密着型サービス事業所として運営推進会議の定期的な開催を

つうじ、地域社会との連携と情報共有を目指してきました。今後、

認知症基本法（※添付資料１参照）を基軸に据えた運営の拡充を行

ってまいります。また、職員の認知症に関するスキルと知識の向上

は、一部オールドカルチャーからパーソンセンタードケアに移行で

きないケアも散見され、本年度の具体的な事業改革の最重要課題と

してすべての職員が、認知症の人への処遇改善を行えるよう指導、

教育の機会を OFF-JT を含め啓発していきます。 



 また、職場の就労環境の改善は、常に実施され離職者を無くし安

定した介護量を継続的に維持できるように労使ともに協働できる施

設運営を目指します。 

 次に認知症の人の接遇における意思の疎通困難に伴う暴言・暴力

や虐待、身体拘束の全ての廃止を宣言します。福祉サービスの提供

を実施している事業所として、多種にわたるハラスメント等、コン

プライアンスの遵守を徹底させます。社会全般における多様性は、

事業運営に対し、様々な対応力を求められる時代となっています。

東南海大地震や巨大台風等、自然災害への対策とそれらの災害か

ら、どのように利用者様並びに職員の生活を守り、事業を継続して

いくのかが問われています。ＢＣＰの確立と周知徹底と備えを充実

させ途絶えることのないサービスの提供を実施します。 

 この地域での認知症を専門に運営を行う法人として、地域の認知

症の予防、相談体制の充実と整備、保健医療サービスとの連携強化

を行いつつ、認知症の人であっても尊厳をもって自分なりの生活を

送れるよう支援を行います。 

 

一． 身体拘束・虐待の撲滅 

  施設利用者様並びに同僚職員への虐待、ハラスメントの一切を

行わないことを宣言します。認知症を伴う高齢者を含め、弱者への

いじめ、暴言、暴力及び身体を拘束する行為を無くします。認知症

を学び、理解を深めることで退陣援助における虐待行為を無くし、

認知症の人の尊厳ある暮らしを守ります。特に認知症の人を下に見

下したり、意思の疎通ができない者として命令口調で指示したり、

強制的な行動指示は、絶対に行わないこととします。施設を利用す

る方々を支援する私たちの業務は、時間に縛られた介護業務ではな

く、日々の生活をその人の思うように支援することです。職員の都

合で強制することは一切行わないこととします。 

 

二． 守秘義務 

  すべての人が安心して日々の生活を過ごす上において、個人の

情報の拡散、間違った評価の流布や比喩などが SNSの普及や社会秩

序の変化により以前にも増して大きな影響を及ぼし、同時に個人が

認識できる範囲を超えて拡大し、関係する人々や事業所等を傷つけ

ることが増加してきています。特に私たちが業務上知りえた情報の

扱いに際しては、人の心も傷つけることを特に注意し配慮すること



が必要です。私たちは対人援助、弱者救済を行う者として、特に情

報管理を間違え、漏洩することに対し、常に敏感・繊細であるよう

努力していく責務があります。すべての職員は、この点を考慮し情

報管理に務めます。  

 

三． 非常時への備えの徹底 

  東南海地震発生の可能性高まる中、非常時における入居者の命

を守り、生活を維持するために常に災害時を考え、ともに命を尊ぶ

ために訓練し、非常時に備えるシステムを施設全体で構築します。

大規模災害を被災することを想定し、施設入居者だけにとどまらず

職員や地域住民への配慮と協力を惜しまず実施できる体制を整えま

す。また、普段から地域とのかかわりを密にし、非常時の協力を仰

げる関係性の構築に務めます。 

 

四． 職員の資質・スキル向上 

  認知症の人の支援方法は、ここ数年で大きく成長しました。当

法人にとっても、この認知症基本法成立から今まで以上のスキルア

ップを目指し、認知症の人の日々の生活を変えることができるよう

精進します。そのために施設内・施設外を問わず研修への参加。自

己研鑽を常に念頭においた学びを継続していきます。国家資格取得

を目指すことも必須課題として、今現在所有する資格をさらに磨き

ながら更なる高いスキル取得を目指します。 

 

五． 共生社会構築に向けた活動 

  地域共生社会構築の第一歩として、法人として地域にオープン

な事業運営を行うこととします。運営推進会議、認知症カフェの開

催や地域への小さな活動を行いながら、地域社会の理解を深めてい

きます。そのうえで少しづつ地域住民との連携の輪を広げ相互協力

を可能とする関係性を作り上げます。マンパワーに限りある小規模

事業所ですが、自分たちから発信し、協力する姿勢を継続的に維持

することが重要な課題と考えています。 

①  相談体制の整備・・・認知症の人または家族等からの各種

の相談に対応し、認知症の人の状況又は家族等の状況に配慮

しつつ総合鉄器に応じることができる体制を作ります。 

②  社会環境の整備・・・認知症の人が尊厳を保持しつつ希望

を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支えあ



いながら共生できる環境の整備を目指します。 

③  認知症の予防に向けた活動の実施・・・早期発見・早期診

断及び早期対応に向けた事業所としての活動と発信力を強化 

します。 

 

六． 医療との連携 

  当法人の協力医療機関との連携には、メディカルケアステーシ

ョン（MCS）等を活用する主治医と時間的ロスなく支援を得ること

ができる状況にあります。医療従事者だけでなく薬剤や看護の面に

おいてもシームレスな環境を維持できています。今後の課題とし

て、医療との連携に際し、介護側に適切な医療の知識とスキルの構

築が求められます。今後、MCS を更なる有効なツールとするため職

員全体のスキルアップを目指します。 

 

 

※添付資料１ 認知症基本法基本理念 

 

① すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自ら

の意志によって日常生活及び社会生活を営むことができる。 

② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する

正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることがで

きる。 

③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ものを除去することにより、全ての認知症の人が。社会の対等な

構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生

活を営むことができるとともに、事故に直接関係する事項に関し

て意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会に確保を通じてその個性と能力を十分に発揮すること

ができる。 

④ 認知症の人の移行を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療

サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。 

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及

び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。 

⑥ 共生社会の実現に資する研究棟を推進するとともに、認知症及び

軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリ

テーション及び介護方法、認知所の人が尊厳を保持しつつ希望を



持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々

と支えあいながら共生することができる社会環境の整備その他の

事項に関する科学的な知見に基づく研究等の成果を広く国民が享

受できる環境を整備。 

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野

における総合的な取り組みとして行われる。 

 

 

 

令和６年１月１日より当法人の事業計画として施行する。 

 

 

社会福祉法人 夏秀会 

理事長 玉田 夏美 

三重県鈴鹿市稲生町字北野５５４５番地 


